
➋ ３月１６日（水）１４:００～１５:００
【最低賃金とキャリアアップ助成金】

講師:特定社会保険労務士
木村 薫

・2021年10月1日より最低賃金が改定されています。
・キャリアアップ助成金とは?

概要、対象要件等についてお話いたします。

➊ ３月１４日（月）１４:００～１５:００
【時間外労働管理とパワーハラスメント防止措置】

講師:特定社会保険労務士
野坂 英之

・2019年４月より時間外労働の上限が定められました。
・2022年４月よりパワーハラスメント防止措置が

全企業に義務化されます。

令和３年度厚生労働省茨城労働局委託中小企業・小規模事業者に対する働き方改革推進支援事業

３月度働き方改革
関連オンラインセミナーのご案内
セミナーを通じ事業主様の持つ不安や悩みを解消 します! 参加

無料

茨城働き方改革推進支援センター ☏0120-971-728  ✉ibaraki@task-work.com

働き方に関する法律の改正が次々と行われています。

ぜひ対策としてご参加ください!

茨城働き方改革推進支援センターとは・・・
企業様のご要望に応じて、企業経営や労務管理の専門家が無料で支援
を行っております。お気軽にご相談ください。

※ 申込3月10日迄
※



会社名 TEL/
FAX/

住所
〒

参加者名① 参加希望
セミナー番号 ① ②

メールアドレス

参加者名② 参加希望
セミナー番号 ① ②

メールアドレス

■ご記入いただきました個人情報は、茨城働き方改革推進支援センターが主催するセミナー・イベント情報等提供する場合に利用させていただきます。

■これら個人情報はお客様の同意なく第三者への開示提供はいたしません。

個人情報の取扱について □ 同意して申し込む

＜主催＞ 茨城働き方改革推進支援センター
〒310-0011 茨城県水戸市三の丸2丁目2－27 リバティ三の丸2F
☏ 0120－971－728 📠 029－302－3472
✉ ibaraki@task-work.com
URL https://task-work.com/ibaraki/

必要事項を記入し、希望セミナー番号に〇をつけFAXまたはQRコードからお申込みください。

セミナー参加・個別相談会申込書

FAX ０２９－３０２－３４７２
茨城働き方改革推進支援センター 宛

①セミナー参加のお申込み ※前日までにお申込みください。

②無料相談のお申込み ※個別企業訪問 申込締切 3月10日
訪問相談
希望日時 第１希望:  月 日 時 第２希望:     月 日 時 第３希望:  月 日 時

相談内容
ご希望内容に☑

□働き方改革で何から手をつけたらよいかわからない □働き方改革関連法への対応全般
□生産性向上（業務効率化・IT活用 □補助金・助成金制度の活用

□コロナ対応によるリモートワーク活用 □コロナ対応による雇用対策助成金活用
□人材採用・人材確保 □社員定着（離職防止）
□人材育成・教育訓練 □給与体系・賃金制度（評価制度）
□⾧時間労働の是正 □労働時間管理（時間外労働他）
□有給休暇の取得義務化への対応 □36協定、就業規則見直し
□高齢者活用、女性の活躍推進 □外国人の就労・受け入れ
□同一労働同一賃金 □職場風土（コミュニケーション）
□その他（ ）


